
住宅用火災警報器は設置しましたか?住宅用火災警報器は設置しましたか?
　平成２０年６月１日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。 

・火災の発生に気づくのが遅れて、『逃げ遅れ』によって多くの

方が亡くなっています。 

・火災の発生時間は、午後１０時から翌朝の６時までの就寝時間

帯に多く発生しています。 

・９割が住宅火災で亡くなっています。 

・６割が６５歳以上の高齢者です。 

　このため、火災による犠牲者を減らすため、火災の発生をいち早

く知らせる「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。 

消防本部予防課 蕁996－0134

〈取り付け位置〉 

〈取り付け場所〉 

天井取付の場合 壁面取付の場合 

壁から60cm 
以上離す 

天井から 
15cm～50cm以内 

照明器具からできるだけ 
離してください 

子ども部屋（寝室） 主寝室 

居間 台所 

階段 

１　寝　室 
就寝に使用する部屋の天井
または壁面に設置します。 

２　階　段 
就寝に使用する部屋がある
階の階段の踊り場の天井ま
たは壁面に設置します。 

原則として、寝室と寝室のある階の階段には、設置しな
ければなりません。 

３　台　所 
設置するよう努めて
ください（義務付け
ではありません）。 

前
文
に
つ
い
て
 

　
前
文
と
は
、
そ
の
法
令
の

由
来
、
趣
旨
、
基
本
原
理
、

制
定
者
の
決
意
を
述
べ
る
も

の
で
す
。
 

　
八
潮
市
自
治
基
本
条
例
は
、

八
潮
市
が
自
治
（
※
１
）
を

推
進
す
る
た
め
の
基
本
理
念

（
※
２
）
、
市
民
の
権
利
や

市
民
、
市
議
会
、
行
政
の
責

務
、
さ
ら
に
は
行
政
運
営
の

基
本
原
則
な
ど
を
定
め
、
本

市
に
お
け
る
自
治
の
最
高
規

範
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
ま

す
の
で
、
そ
の
趣
旨
を
明
確

に
す
る
た
め
に
前
文
を
設
け

て
い
ま
す
。
 

　
条
例
の
前
文
に
は
、
市
民

の
方
々
が
八
潮
に
愛
着
と
誇

り
を
持
ち
、
本
市
の
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
に

は
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
に

関
す
る
歴
史
を
知
る
こ
と
が

必
要
と
考
え
、
歴
史
の
一
端

を
盛
り
込
み
ま
し
た
。
 

　
そ
し
て
、
八
潮
が
先
人
た

ち
の
苦
労
の
上
に
発
展
し
て

き
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
な

く
、
先
人
た
ち
が
ま
ち
づ
く

り
に
懸
け
た
思
い
を
引
き
継

ぎ
、
未
来
に
つ
な
げ
て
い
く

た
め
、
市
民
、
議
会
お
よ
び

行
政
が
一
緒
に
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
こ
う
と
い
う

決
意
を
表
明
し
て
い
ま
す
。

　
 

　
前
文
に
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

 

●
八
潮
市
の
歴
史
・
変
遷
、

特
徴
 

　
江
戸
時
代
の
市
域
は
２０
か

村
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、

明
治
の
大
合
併
に
よ
り
八
條

村
・
潮
止
村
・
八
幡
村
の
３

村
が
誕
生
し
、
こ
の
３
村
が

昭
和
３１
年
９
月
２８
日
に
合
併

し
て
「
八
潮
村
」
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
３９
年

に
は
「
八
潮
町
」
に
、
昭
和

４７
年
１
月
１５
日
に
「
八
潮
市
」

に
な
り
ま
し
た
。
 

　
本
市
の
特
徴
と
し
て
は
、

「
川
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

市
内
に
は
、
東
に
中
川
、
西

に
綾
瀬
川
・
伝
右
川
、
南
に

垳
川
・
大
場
川
、
ほ
ぼ
中
央

部
に
は
南
北
に
葛
西
用
水
・

八
條
用
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
川
は
、
古
く
か
ら

飲
料
水
や
洗
い
場
な
ど
の
生

活
水
、
舟
運
水
路
や
農
業
の

灌
漑
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
、

地
場
産
業
で
あ
る
浴
衣
染
め

に
も
豊
か
な
水
が
不
可
欠
で

し
た
。
 

●
本
市
の
目
指
す
も
の
・
条

例
の
基
本
的
な
考
え
方
と

位
置
付
け
 

　
本
市
が
目
指
す
べ
き
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て
、
「
私
た

ち
は
、
先
人
た
ち
の
ま
ち
づ

く
り
に
懸
け
た
思
い
を
胸
に
、

豊
か
な
自
然
を
守
り
育
て
な

が
ら
、
活
気
あ
る
都
市
と
し

て
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
、

安
全
・
安
心
を
確
保
し
、
さ

ら
に
市
民
が
互
い
に
ふ
れ
あ

い
、
喜
び
を
分
か
ち
合
え
る

豊
か
な
地
域
社
会
の
実
現
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
。
」
と

し
て
い
ま
す
。
 

　
ま
た
、
市
民
が
ま
ち
づ
く

り
の
主
役
「
主
体
者
（
中
心

と
な
る
人
）
」
で
あ
る
と
の

基
本
的
な
考
え
方
と
自
治
基

本
条
例
が
本
市
に
お
け
る
自

治
の
最
高
規
範
で
あ
る
こ
と

を
説
明
し
て
い
ま
す
。
 

 ※
１
自
治
…
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分

た
ち
の
責
任
に
お
い
て
決
め
て
行
う
こ

と
を
い
い
ま
す
。
 

※
２
基
本
理
念
…
物
事
を
成
立
さ
せ
る

た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
。
そ
の
目
的
。

こ
の
条
例
で
は
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
を

い
い
ま
す
。
 

 　
八
潮
市
自
治
基
本
条
例
の

全
文
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
 

市
民
協
働
推
進
課
蕁
　 

4
9
7

内 

（８） 平成23年4月10日 No.725広報 

なぜ「住宅用火災警報器」が必要なの?

煙式…煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で知らせます。 

熱式…住宅用火災警報器の周囲温度がー定の温度に達すると音や音

声で知らせます。 

※一般家庭に取り付けるのは、いち早く火災の発生をお知らせする

煙式が好ましいです。 

住宅用火災警報器の種類は?

　
７
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
自
治
基
本
条
例
を
詳
し
く
解
説
し
ま
す
。
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